
ページ
項

修正箇所
正誤

表修正（「クラムシェル」の「軟岩」）
誤 正

３－２　土砂等運搬
(１)　条件区分
　条件区分は，次表を標準とする。

３－２　土砂等運搬
(１)　条件区分
　条件区分は，次表を標準とする。

－ 15 － (１･②･11)
１章②土工(施工パッケージ）

施工パッケージ型積算基準　正誤表

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 23 － (１･②･19)
１章②土工(施工パッケージ

表修正（「敷均し」の「労務」）
誤 正

(２) 代表機労材規格
　下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

(２) 代表機労材規格
　下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 37 － (２･①･３)
２章①法面整形工

４．　施工パッケージ
　４－１　法面整形
　　（１）　条件区分
　　　　　条件区分は、次表を標準とする。

４．　施工パッケージ
　４－１　法面整形
　　（１）　条件区分
　　　　　条件区分は、次表を標準とする。

表の修正（「盛土部」）
誤 正

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

脱字修正
誤 正

－ 41 － (２･③･１)

　　③　吹付法面とりこわし工

１．適用範囲
　　本資料は，モルタルの吹付法面とりこわし工のうち，「仮設ロープを用いたピックハンマによる人力とりこわ
　　し作業」と「によるとりこわし作業（高さ5ｍまで）」に適用する。
　　ただし，モルタル厚は5～ 15㎝とする。

　　③　吹付法面とりこわし工

１．適用範囲
　　本資料は，モルタルの吹付法面とりこわし工のうち，「仮設ロープを用いたピックハンマによる人力とりこわ
　　し作業」と「機械によるとりこわし作業（高さ5ｍまで）」に適用する。
　　ただし，モルタル厚は5～ 15㎝とする。

２章③吹付法面とりこわし工

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 41 － (２･③･２)

表の修正
誤 正

２章③吹付法面とりこわし工

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤 誤 正

２章③吹付法面とりこわし工
－ 41 － (２･③･３)

表の修正

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 47 － (２･⑤･3)
２章⑤コンクリートブロック積(張)工

参照箇所の修正（注３）
誤 正

(注) 1.　上表は，間知ブロック(法勾配1割以上・ブロック質量770kg/個以下)の設置，裏込材設置，胴込・裏込コン
　　　　クリート打設，吊上(下)げ作業(コンクリートブロック，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材)，吸出し
　　　　防止材，遮水・止水シート張，現場内小運搬(30m程度)等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損
　　　　料等を含む）を含む。
　　 2.　裏込材,胴込・裏込コンクリート,遮水シート,吸出し防止材の材料ロスを含む。
　　 3.　設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，横帯,天端コンクリートは別途計上する。（７．
　　　　参考図参照）

(注) 1.　上表は，間知ブロック(法勾配1割以上・ブロック質量770kg/個以下)の設置，裏込材設置，胴込・裏込コン
　　　　クリート打設，吊上(下)げ作業(コンクリートブロック，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材)，吸出し
　　　　防止材，遮水・止水シート張，現場内小運搬(30m程度)等，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損
　　　　料等を含む）を含む。
　　 2.　裏込材,胴込・裏込コンクリート,遮水シート,吸出し防止材の材料ロスを含む。
　　 3.　設置面積は調整コンクリートを含んだ面積とし，小口止，横帯,天端コンクリートは別途計上する。（表
　　　 4.1参考図参照）

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 51 － (２･⑤･７)
２章⑤コンクリートブロック積(張)工

表番号の修正（表4.1）
誤 正

4.　施工歩掛
　４－１　コンクリートブロック積（張）工
　　コンクリートブロック積（張）工歩掛は，次表とする。
　　　　　　　　　　　　　　表43.1　コンクリートブロック積（張）工歩掛 (10ｍ2当り)

4.　施工歩掛
　４－１　コンクリートブロック積（張）工
　　コンクリートブロック積（張）工歩掛は，次表とする。
　　　　　　　　　　　　　　　表43.1　コンクリートブロック積（張）工歩掛 (10ｍ2当り)

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤
　４－７　コンクリートブロック張総合歩掛
　　遮水シート使用によるコンクリートブロック張の一連施工歩掛は，次表とする。なお，裏込材厚は ，間知ブロッ
 　クの場合は10～30cmに，平ブロックの場合は15～25cmに適用する。

２章⑤コンクリートブロック積(張)工
－ 55 － (２･⑤･11)

文章の削除、数値の訂正
誤 正

　４－７　コンクリートブロック張総合歩掛
　　遮水シート使用によるコンクリートブロック張の一連施工歩掛は，次表とする。なお，裏込材厚は，間知ブロッ
　クの場合は10～30cmに，平ブロックの場合は15～25cmに適用する。

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 63 － (２･⑥･５)

表の修正（「2m以上5m以下」の「機械」の「K3」）
誤 正

２章⑥現場打擁壁工

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 72 － (２･⑧･１)

表の修正（「材料」の「Z2」）
誤 正

２章⑧ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 76 － (２･⑨･３)

単語の削除（注2）、単語の追加（注9、10）
誤 正

（注）1.　上表は，粉体改良材の噴射撹拌による改良柱の形成，施工機械用及び改
　　　　良材供給設備用足場材（敷鉄板）の設置・撤去，改良後の整地，足場材賃
　　　　料，空気圧縮機の賃料及び運転経費，特許使用料，電力に関する経費等，
　　　　その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等）を含む。
　　　2.　撹拌翼が貫入できない場合や引抜きに障害となる転石等の除去は，掘削
　　　　の施工パッケージ（仮称）を別途計上する。
　　　3.　現場制約の有無について
　　　　　有り：下記の条件のいずれかに該当する場合に選択
　　　　　・作業面積が狭く，二軸施工機の移動が困難な場合，又は二軸用改良材
　　　　　供給プラントの設置が困難な場合
　　　　　・杭の配列により二軸施工が困難な場合
　　　　　・地盤条件により二軸施工が困難な場合
　　　4.　打設長（m）は次式による。
　　　　　打設長（m）＝空打部長さ＋杭長
　　　5.　安定処理工（土木用安定シートも含む）の施工経費は，別途計上する。
　　　6.　改良材使用量
　　　　　改良材は，セメント系，石灰系を標準とし，現場条件により決定する。
　　　　　なお，改良材のロス（損失＋杭頭・着底部処理を含む）を含んでいるの
　　　　で，改良材使用量は実数量（ロスによる割増をしない数量）とする。
　　　7.　施工本数は杭間の移動，位置決め，貫入，引抜き（改良材噴射）までの一連の作業のものである。
　　　8.　現場内移設に伴い，粉体噴射撹拌機本体の分解・組立が必要となった場合は，分解・組立費を別途計上する。
　　　9.　改良材供給設備の現場内移設は，4－1より別途計上する。
　　　10.　軸間変更を行う場合は，4－2より別途計上する。

（注）1.　上表は，粉体改良材の噴射撹拌による改良柱の形成，施工機械用及び改
　　　　良材供給設備用足場材（敷鉄板）の設置・撤去，改良後の整地，足場材賃
　　　　料，空気圧縮機の賃料及び運転経費，特許使用料，電力に関する経費等，
　　　　その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等）を含む。
　　　2.　撹拌翼が貫入できない場合や引抜きに障害となる転石等の除去は，掘削
　　　　の施工パッケージ （仮称）を別途計上する。
　　　3.　現場制約の有無について
　　　　　有り：下記の条件のいずれかに該当する場合に選択
　　　　　・作業面積が狭く，二軸施工機の移動が困難な場合，又は二軸用改良材
　　　　　供給プラントの設置が困難な場合
　　　　　・杭の配列により二軸施工が困難な場合
　　　　　・地盤条件により二軸施工が困難な場合
　　　4.　打設長（m）は次式による。
　　　　　打設長（m）＝空打部長さ＋杭長
　　　5.　安定処理工（土木用安定シートも含む）の施工経費は，別途計上する。
　　　6.　改良材使用量
　　　　　改良材は，セメント系，石灰系を標準とし，現場条件により決定する。
　　　　　なお，改良材のロス（損失＋杭頭・着底部処理を含む）を含んでいるの
　　　　で，改良材使用量は実数量（ロスによる割増をしない数量）とする。
　　　7.　施工本数は杭間の移動，位置決め，貫入，引抜き（改良材噴射）までの一連の作業のものである。
　　　8.　現場内移設に伴い，粉体噴射撹拌機本体の分解・組立が必要となった場合は，分解・組立費を別途計上する。
　　　9.　改良材供給設備の現場内移設は，表4－1より別途計上する。
　　　10.　軸間変更を行う場合は，表4－2より別途計上する。

２章⑨粉体噴射撹拌工

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 101 － (３･①･１)

章番号修正
誤 正

７章．河　川　海　岸 ３章．河　川　海　岸

３章①消波根根固めブロック工

内容

13



施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 108 － (３･①･８)

表内の記載追加
誤 正

３章①消波根根固めブロック工

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 135 － (５･①･３)
５章①土工

概念図の修正（【盛土】）、注釈の修正（注１）
誤 正

２－２　土の流れ概念図及び対応施工パッケージ ２－２　土の流れ概念図及び対応施工パッケージ

　受入れ地（仮置場）・土取場・他工区（他工事）

処分場

①　：　注２，３による
②　：　注２，３による

　現場内集積場 ③　：　注３による

④　：　注４による
⑤　：　注４による

凡例 ＊ 掘削(砂防) 等施工パッケージ名称を斜体で示した。
＊ 掘削(砂防) 積込（ﾙ ｽﾞ）(砂防) 押土（ﾙ ｽﾞ）(砂防) 土砂等運搬(砂防) 等を実線で示した ( )

積込(ﾙｰｽﾞ)
積込（ﾙｰｽﾞ）(砂防)

土材料
（購入土）

積込(ﾙｰｽﾞ) 積込（ﾙｰｽﾞ）(砂防)
積込(ﾙｰｽﾞ)

積込（ﾙｰｽﾞ）(砂防)

積込(ﾙｰｽﾞ) 積込（ﾙｰｽﾞ）(砂防) 整　　地

作業土工（積込・工
区内運搬含む）

自工区

　　路体（築堤）盛土
　　路床盛土

　　  盛土(砂防) 掘削

歩掛による
掘削(砂防)

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

土砂等運搬

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

【盛土】

【埋戻し】

【掘削】

①

①

② ②

②②

③

⑤

④④

④④

④ ④ ⑤

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

凡 例

残土等処分

整 地

⑥

　受入れ地（仮置場）・土取場・他工区（他工事）

処分場

①　：　注２，３による
②　：　注２，３による

　現場内集積場 ③　：　注３による

④　：　注４による
⑤　：　注４による

凡例 ＊ 掘削(砂防) 等施工パッケージ名称を斜体で示した。

作業土工（積込・工
区内運搬含む）

自工区

　　路体（築堤）盛土
　　路床盛土

　　 盛土(砂防) 掘削

歩掛による
掘削(砂防)

積込(ﾙｰｽﾞ)
積込（ﾙｰｽﾞ）(砂防)

土材料
（購入土）

積込(ﾙｰｽﾞ) 積込（ﾙｰｽﾞ）(砂防) 積込(ﾙｰｽﾞ)
積込（ﾙｰｽﾞ）(砂防)

積込(ﾙｰｽﾞ) 積込（ﾙｰｽﾞ）(砂防) 整　　地

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

土砂等運搬

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

【盛土】

【埋戻し】

【掘削】

①

①

② ②

②②

③

⑤

④④

④④

④ ④ ⑤

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

押土（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬

押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)
土砂等運搬(砂防)

凡 例

残土等処分

整 地

⑥

内容

＊ 掘削(砂防)，積込（ﾙｰｽ ）(砂防)，押土（ﾙｰｽ ）(砂防)，土砂等運搬(砂防) 等を実線で示した。 ( )
＊ 掘削，積込（ﾙｰｽﾞ），押土（ﾙｰｽﾞ），土砂等運搬等を一点鎖線で示した。 ( )
＊ 土材料（購入土）は通常現場着単価であり運搬は土材料に含まれるため破線で示した。（図中⑥） ( )

ただし，土材料 (購入土)を土場渡し単価で積算する場合は土砂等運搬(砂防) 又は土砂等運搬を計上する。
＊ 作業土工（床掘り・埋戻し・工区内運搬）における土の流れを長二点鎖線で示した。 ( )

注 1 掘削(砂防) 等の砂防堰堤独自施工パッケージ(仮称)と掘削等の河川修繕等に適用されるユニットの相違については，
各施工パッケージ (仮称)の条件区分における注釈の記述を参照。

2 掘削，掘削(砂防) に含まれる自工区内外の運搬について（図中①，②）
(1)土質が土砂の場合
・ 掘削において，押土「有り」を選択した場合，60ｍ以内の工区内運搬を含む。
・ 掘削(砂防) において，押土「有り」を選択した場合，60m以内の工区内外運搬を含む。

(2)土質が軟岩又は硬岩の場合
・ 掘削において，以下の条件を選択した場合，30ｍ以内の工区内運搬を含む。

「軟岩」で施工数量「500m3以上」又は集積押土「有り」を選択した場合
「硬岩」で火薬使用「可」又は集積押土「有り」を選択した場合

(３)土質が岩塊・玉石の場合
・ 掘削(砂防) において，押土「有り」を選択した場合，60m以内の工区内外運搬を含む。

3 土砂等運搬，残土運搬時の積込作業について（図中①～③）
・ 掘削，掘削(砂防) において，条件区分により積込作業を含まない場合がある。
・ 積込(ﾙｰｽﾞ） を別途計上する必要がある条件区分は，「（参考）積込（ﾙｰｽﾞ） の計上が必要な掘削
の積算条件」参照のこと。

・ 積込(ﾙｰｽﾞ）（砂防） を別途計上する必要がある条件区分は，「（参考）積込（ﾙｰｽﾞ）（砂防） の計上
が必要な掘削（砂防） の積算条件」参照のこと。

4 現場内集積場又は土取場等からの土砂等運搬作業等について（図中④，⑤）
・ 土砂等運搬(砂防) を行う場合，別途積込(ﾙｰｽﾞ）(砂防)，積込(ﾙｰｽﾞ） を計上する。
・ 押土（ﾙｰｽﾞ）(砂防)，押土（ﾙｰｽﾞ） には，60ｍ以内の運搬を含む。

5 土取場において，地山を掘削する場合は，掘削(砂防)，掘削 を使用する。（図中④）

＊ 掘削(砂防)，積込（ﾙｰｽﾞ）(砂防)，押土（ﾙｰｽﾞ） (砂防)，土砂等運搬(砂防) 等を実線で示した。 ( )
＊ 掘削，積込（ﾙｰｽﾞ），押土（ﾙｰｽﾞ），土砂等運搬等を一点鎖線で示した。 ( )
＊ 土材料（購入土）は通常現場着単価であり運搬は土材料に含まれるため破線で示した。（図中⑥） ( )

ただし，土材料 (購入土)を土場渡し単価で積算する場合は土砂等運搬(砂防) 又は土砂等運搬 を計上する。
＊ 作業土工（床掘り・埋戻し・工区内運搬）における土の流れを長二点鎖線で示した。 ( )

注 1 掘削(砂防) 等の砂防堰堤独自施工パッケージ(仮称)と掘削 等の河川修繕等に適用されるユニットの相違については，
各施工パッケージ(仮称)の条件区分における注釈の記述を参照。

2 掘削，掘削(砂防) に含まれる自工区内外の運搬について（図中①，②）
(1)土質が土砂の場合
・ 掘削 において，押土「有り」を選択した場合，60ｍ以内の工区内運搬を含む。
・ 掘削(砂防) において，押土「有り」を選択した場合，60m以内の工区内外運搬を含む。

(2)土質が軟岩又は硬岩の場合
・ 掘削 において，以下の条件を選択した場合，30ｍ以内の工区内運搬を含む。

「軟岩」で施工数量「500m3以上」又は集積押土「有り」を選択した場合
「硬岩」で火薬使用「可」又は集積押土「有り」を選択した場合

(３)土質が岩塊・玉石の場合
・ 掘削(砂防) において，押土「有り」を選択した場合，60m以内の工区内外運搬を含む。

3 土砂等運搬，残土運搬時の積込作業について（図中①～③）
・ 掘削，掘削(砂防) において，条件区分により積込作業を含まない場合がある。
・ 積込(ﾙｰｽﾞ） を別途計上する必要がある条件区分は，「（参考）積込（ﾙｰｽﾞ） の計上が必要な掘削
の積算条件」参照のこと。

・ 積込(ﾙｰｽﾞ）（砂防） を別途計上する必要がある条件区分は，「（参考）積込（ﾙｰｽﾞ）（砂防） の計上
が必要な掘削（砂防） の積算条件」参照のこと。

4 現場内集積場又は土取場等からの土砂等運搬作業等について（図中④，⑤）
・ 土砂等運搬(砂防) を行う場合，別途積込(ﾙｰｽﾞ） (砂防)，積込(ﾙｰｽﾞ） を計上する。
・ 押土（ﾙｰｽﾞ）(砂防)，押土（ﾙｰｽﾞ） には，60ｍ以内の運搬を含む。

5 土取場において，地山を掘削する場合は，掘削(砂防)，掘削 を使用する。（図中④）
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 139 － (５･①･７)

表の修正
誤 正

５章①土工

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤 誤 正

－ 153 －( ６･②･２)
６章②ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表の修正

内容

17



施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 154 －( ６･②･３)
６章②ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表の訂正
誤 正

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 155 －( ６･②･４)
６章②ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表の訂正
誤 正

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 156 －( ６･②･５)
６章②ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表の修正
誤 正

内容

20



施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

－ 165 －( ６･④･３)
６章④踏掛版
表番号訂正

誤 正

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤
　③　特殊ブロック設置工　⑥　特殊ブロック設置工

正誤
項目番号修正

７章③特殊ブロック設置工
－ 172 －( ７･③･１)

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤 誤 正

－ 178 －( ８･①･４)
８章①舗装版破砕工

表の修正（「機械」の「K1」）

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤

183
①現場発生品及び支給品運搬

文章の削除
誤 正

　　　①　現場発生品及び支給品運搬

1. 適用範囲
　本資料は，現場発生品・支給品運搬に適用する。
　１－１．適用出来る範囲
（１）防護柵，コンクリート２次製品等の現場発生品又は支給品の積込み，荷卸し及び指定箇所までの運搬
　１－２．適用出来ない範囲は，以下のいずれかの条件に該当する場合
（１）4t積車を超える車種を使用する場合
（２）現場発生品又は支給品以外の積込み，運搬
　は，購入方式を標準とし，プラント方式の場合は別途考慮する。
　１－１ 適用できない範囲
　（１）平均施工幅員が1.4m未満の場合において，平均厚さが35mm未満の場合及び50mmを超える場合
　（２）平均施工幅員が1.4m以上の場合において，平均厚さが35mm未満の場合及び65mm以上の場合

　　　①　現場発生品及び支給品運搬

1. 適用範囲
　本資料は，現場発生品・支給品運搬に適用する。
　１－１．適用出来る範囲
（１）防護柵，コンクリート２次製品等の現場発生品又は支給品の積込み，荷卸し及び指定箇所までの運搬
　１－２．適用出来ない範囲は，以下のいずれかの条件に該当する場合
（１）4t積車を超える車種を使用する場合
（２）現場発生品又は支給品以外の積込み，運搬
 　は，購入方式を標準とし，プラント方式の場合は別途考慮する。
 　１－１ 適用できない範囲
 　（１）平均施工幅員が1.4m未満の場合において，平均厚さが35mm未満の場合及び50mmを超える場合
 　（２）平均施工幅員が1.4m以上の場合において，平均厚さが35mm未満の 場合及び65mm以上の場合

内容
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施工パッケージ型積算基準　正誤表
ページ

項
修正箇所

正誤
　③　機械土工（土砂） 　②　機械土工（土砂）

185
②機械土工（土砂）

項目番号修正
誤 正

内容
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